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Ｈ29年度の審議事項（再掲）

【本委員会での昨年度議論を踏まえた検討課題】

１．地方への移住・定住促進

地方への移住・定住促進に向けて、地方において付加価値の高い物やサービス

をつくり出していく、小さな地域経済の芽（しごと）を、育むことが必要。

具体例） 地域資源を活かした創業、継業、起業支援、

農山漁村のハブとしての地方中小都市の役割発揮支援等

２．地方と大都市との対流促進

地方の魅力を高めるためには、地域外の人々、とりわけ大都市との様々な形で

の対流を促進し、地域内の活力として取り込むことが必要。

具体例） 二地域居住、二地域就労、大都市住民の「ふるさとづくり」、等

【今年度の検討方法】

上記１，２に関連する、各省で実施されている現行施策やプレイヤーの見取り図

作成と、先行事例の調査を通じて、施策の検討を進める。

人口減少地域における人材の確保に向けた議論、
とりわけ大都市と地方の関係に着目し、移住、二地域居住等を議論
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平成29年度 専門委員会にて御議論いただくポイント①

1. 地方への関係性が深まるプロセスを見据えた、戦略的な支援が求められている
のではないか。
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（関係資料）

主な支援メニュー例、戦略的視点①：人と地域の関係性マトリクス（概念図）、

戦略的視点②：農山漁村地域への移住希望者の特徴（例）、移住プロセスの実例

【現状認識】

• 地方への移住・定住を支援するメニューは一定程度充実。

• 移住者側が必要に応じて、支援メニューを取捨選択できる状況。

【今後の方向性】

• 移住・定住を推進する自治体側から見ると、どのような人々と、どのような関係を構築した
いのか、地域側が外に向かって示すことで期待する関係を実現していくという、戦略的な
視点を持って取り組んでいる自治体はまだ少数に留まっているのではないか。

• 今後は、自治体が移住・定住に取り組む際には、地域が地域の外に期待する役割や人の
属性を明らかにし、地域の期待に沿う特定の人々を念頭に、関係人口論を基本とする関
係性の進化プロセスを想定した上で、横串（仕事や生活までトータル）での支援を、戦略
的にマネジメントする視点をもつことが必要な段階が来ているのではないか。

参考例） 西粟倉村・百年の森構想～森の学校～

島根県江津市の事例、鳥取県智頭町の事例



主な支援メニュー例①
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移住
定住

施策・制度名等 概要
地域要件

送り出す側 受け入れ側

地域おこし
協力隊
（総務省）

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活
の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として
委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品
の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、
住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への
定住・定着を図る取組。

主に三大都市
圏の都市地域

主に三大都市
圏以外の地域

事業実施主体 事業開始年度 支援方法 平成28年度実績

都道府県
市町村

平成21年度 地方交付税措置 －

施策・制度名等 概要
地域要件

送り出す側 受け入れ側

地方創生
インターンシップ
事業
（内閣府）

現在、人口移動面では、東京一極集中の傾向が加速しており、特に
就職や進学等を機に若者流出が顕著である。そのため、東京圏在住
の地方出身学生の地方還流や地元在住学生の地方定着を促進する
ため、産官学を挙げて、地元企業でのインターンシップ（就業体験）の
実施等を支援する「地方創生インターンシップ事業」を全国的に展開
する。 東京圏 地方

事業実施主体 事業開始年度 支援方法 平成28年度実績

事業者 －
ポータルサイト
マニュアル
シンポジウム

－



主な支援メニュー例②
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交流

施策・制度名等 概要
地域要件

送り出す側 受け入れ側

地域おこし
企業人
（総務省）

地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定
期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし､地域独自の魅力や価

値の向上等につながる業務に従事してもらうプログラム。 主に三大
都市圏

主に三大都市
圏以外の地域

事業実施主体 事業開始年度 支援方法 平成28年度実績

市町村 平成26年度 特別交付税措置 －

施策・制度名等 概要
地域要件

送り出す側 受け入れ側

子ども農山漁村
交流プロジェクト
（総務省、農水省、
文科省、環境省）

農山漁村での宿泊体験を通じて、子どもたちの「生きる力」を育成し、
コミュニケーション能力や自主性、自立心などを向上させるとともに、
都市と農山漁村の交流による地域の再生・活性化を図る取組であり、
総務省・文部科学省・農林水産省・環境省が連携して支援。 三大都市圏及

び地方圏
農山漁村

事業実施主体 事業開始年度 支援方法 平成28年度実績

小学校
市町村
地域協議会等

平成20年度
特別交付税措置

補助金
交付金

－

施策・制度名等 概要
地域要件

送り出す側 受け入れ側

農山漁村振興
交付金
（農泊推進対策）
（農水省）

「農泊」をビジネスとして実施できる体制の構築や取組地域への人材派遣、
地域に眠っている資源の魅力ある観光コンテンツとしての磨き上げ等の取
組や古民家等を活用した滞在施設等の整備、優良地域の国内外へのプロ
モーションなど、農泊地域を創出し、取組地域の自立的発展と農山漁村の
所得向上を図るために必要なソフトとハードの取組を一体的に支援。

農山漁村外 農山漁村

事業実施主体 事業開始年度 支援方法 平成28年度実績

市町村
地域協議会
地域再生推進法人等

平成29年度 交付金 －



主な支援メニュー例③
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情報
提供

施策・制度名等 概要
地域要件

送り出す側 受け入れ側

移住・交流情報
ガーデン
（総務省）

地方への移住関連情報の提供・相談支援の一元的な窓口として「移
住・交流情報ガーデン」を開設し、移住希望者のニーズに応じて地方
自治体に繋ぐこととしているほか、地方への移住・交流に関する都市
住民のニーズや意識、動向を把握する。 東京

（相談窓口）
地方

事業実施主体 事業開始年度 支援方法 平成28年度実績

国 平成26年度
相談窓口
ポータルサイト

1.1億円の内数

施策・制度名等 概要
地域要件

送り出す側 受け入れ側

地方人材還流促
進事業「ＬＯ活プ
ロジェクト」
（厚労省）

東京圏・大阪圏の若者等に対し、地方就職に関するセミナー、イベン
ト、個別相談などを実施するとともに、地方自治体が実施する就労体
験事業などへの参加を勧奨することにより、地方就職の動機付けを
図る。 東京圏・大阪圏

の若者等
地方

事業実施主体 事業開始年度 支援方法 平成28年度実績

事業者 平成27年度
相談窓口
セミナー
ポータルサイト等

4.3億円

各支援メニューの関連団体等

各支援メニューと類似の取組をしている団体等

移住・交流情報ガーデン：ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター
子ども農山漁村交流プロジェクト：（一財）都市農山漁村交流活性化機構

地方人材還流促進事業：ハローワーク、移住・交流情報ガーデン、（一社）移住・交流推進機構、ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター



●まち・ひと・しごと創生本部
平成２９年度予算（地方創生関連）について

●（一社）移住・交流推進機構
全国の自治体支援制度についてＨＰで公表

【参考】各種支援制度リスト等の紹介

6
出典）（一社）移住・交流推進機構ホームページより
https://www.iju-join.jp/feature/file/042/index.html

出典）まち・ひと・しごと創生本部ホームページホームページより
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/



ⅡⅠ

Ⅲ Ⅳ

戦略的視点①：人と地域の関係性マトリクス（概念図）

対象地域での物理的な滞在時間割合 （多）→

地域コミュニティ
への帰属あり

興味関心あり
消費者

応援・好き

活動に時々参加
寄付等

訪問経
験あり

本拠として
ほぼ毎日居
住

居住地・生
活拠点の一
つ（二地域
居住）

滞在・活動
拠点の一つ

反復継続的訪
問や１週間以
上の長期滞在行ったこと

がない

興味なし
知らない よく行く

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
）

（
外
部
か
ら
）

（ 拠 点 保 有 ※ 賃 貸 可 ）（ 訪 問 者 と し て ）

←

（
強
）
対
象
地
域
の
社
会
・
経
済
活
動
と
の
結
び
つ
き
・
参
加
度
合
い

地域社会・経済の
主要プレイヤー

地域の社会・経済
活動のメンバー・
スポンサー ＣＳＲ・

ＣＳＶ

ボラン
ティア

交流イ
ベント

観光客

農泊

不在
地主

地域資
材活用

域外に
住む出
身者

地域人
材雇用

地場産業
への融
資・投資

地域と
コラボ

サテライト
オフィス

営業
拠点

研究
拠点

別荘

テレ
ワーク

ふるさと
ワーキング
ホリデー

転勤
（社宅）

進学
（下宿）

一般住民
（定住者）

域内
就労

起業
・継業

地域おこ
し協力隊

地場産業
経営者

地域
ファンド

ふるさ
と納税

疎開
保険

産地に

こだわ
る消費

7

風の人

社会起
業家



Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

（１）移住希望者の働き方の多様化等による地域との新たな関係（移住・二地域居住の促進）
Ⅰ：移住等は伴わないものの対象地域への社会・経済活動が高い層
→ Ⅱ：移住・定住し対象地域での物理的な滞在、社会・経済活動が共に高い層

（２）就職・転勤、進学・スポーツ留学等による地域との関係づくり（移住・二地域居住の促進）
Ⅲ：対象地域への社会・経済活動との結びつき・参加度合いが中程度の層
→Ⅳ：移住等はしているものの対象地域への社会・経済活動は中程度の層

１） 主に対象地域での物理的な滞在を高める取り組み

○ 仕事
課 題：雇用（仕事）の確保
解決策：ＩＣＴ活用、多様な働き方など
（キーワード）

・ テレワーク
・ クラウドワーキング
・ 複業・副業、多業
・ サテライトオフィス
・ 二地域就労、ＬＯ活
・ 起業・継業支援 など

○ 住居・教育等
課 題：教育、住居の確保
解決策：地域の魅力発信、ＩＣＴ活用
（キーワード）

・ お試し居住、二地域居住
・ 空き家バンク、古民家再生
・ 農山漁村留学
・ 遠隔授業（ＩＣＴ活用） など

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ
同上

○ 住居・教育等
課 題：教育、住居の確保
解決策：地域の魅力発信、ＩＣＴ活用
（キーワード）

・ お試し居住、二地域居住、別荘地
・ 空き家バンク、古民家再生
・ 地方大学への進学支援
・ 子育て支援 など

8



（１） 移住・定住は行わないものの対象地域への想いや社会・経済活動を深める新たな関係

Ⅲ：対象地域への社会・経済活動が中程度の層
→Ⅰ：移住等は伴わないものの対象地域への社会・経済活動が高い層

（２） 地域コミュニティへの積極的誘導による移住者の定住化

Ⅳ ：移住等はしているものの対象地域への社会・経済活動は中程度の層
→Ⅱ ：移住・定住し対象地域での物理的な滞在、社会・経済活動が共に高い層

２） 主に対象地域での社会・経済活動との結びつき・参加度合いを高める取り組み

○ 地域社会・経済活動への貢献
課 題：社会活動の担い手不足など
解決策：ボランティア活動等を通じた

地域への関心の醸成など
（キーワード）

・ボランティア
・ＣＳＲ／ＣＳＶ
・通い耕作
・風の人
・ふるさと納税（使い道指定） など

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

○ 地域との連携（コラボレーション）
課 題：資金不足、ノウハウ不足など
解決策：都市の企業等との連携など

（キーワード）
・ＣＳＲ／ＣＳＶ（農福連携など）
・地場産業等への融資・投資
（地域金融との連携）
・地域資源の活用（古民家再生、地域

食材を活かした商品開発など）
・起業・継業支援 など

○ 地域社会・経済活動への貢献
課 題：コミュニティが希薄・定住化など
解決策：コミュニティ創出による地域活

性化など
（キーワード）

・小さな拠点等の機能強化
・コワーキングスペースの整備
・地域交流イベント、伝統行事
・里山、農地など地域資源管理 など

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

同上

9



（１）ファーストステップとしての地域との関係づくり
枠外：地域への関わりが低い層
→Ⅲ：対象地域への社会・経済活動が中程度の層

３） 対象地域への物理的な滞在や社会・経済活動等を同時に高める取り組み

○ 都市と農山漁村との対流促進
課 題：地域を体験・理解
解決策：地域との交流促進

（キーワード）
・農泊、グリーンツーリズム
・子ども農山漁村交流
・体験型観光（レストランバスなど）
・ふるさと住民登録

など

○ 地域との小さな繫がりの醸成
課 題：地域の認知
解決策：地域との“きっかけ”づくり

（キーワード）
・ふるさと納税
・地域ファンド（クラウドファンディング）
・都市部での交流イベント
・観光
・疎開保険 など

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

枠外

（２）移住・定住に向けた新たな支援策
Ⅲ ：対象地域への社会・経済活動が中程度の層
→Ⅱ：移住・定住し対象地域での物理的な滞在、社会・経済活動が共に高い層

○ 都市と農山漁村との対流促進（移住・定住に直結）
課 題：新たなライフスタイルの追求、地域の内発的発展
解決策：都市と地域との交流の高度化など

（キーワード）
・地域おこし協力隊
・地域おこし企業人
・起業・継業支援
・中間支援組織等（コネクションハブ） など

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ
10



戦略的視点②：農山漁村地域への移住希望者の特徴（例）

農山漁村地域への移住希望者（例）

①
子育て
環境を
重視

②
農林業
等への

従事を希
望

③
起業／
継業を
希望

④
都会か
ら脱却
し生活
を希望

⑤
二地域
居住を
希望

⑥
社会貢
献活動
を希望

⑦
フリー
ランス
を希望

⑧
Ｕターン
（孫ター
ン含む）
を希望

⑨
健康で
アクティ
ブな高
齢者

⑩
近隣都
市への
通勤を
希望

移
住
・定
住
地
域
に
求
め
ら
れ
る
も
の
（例
）

A：
仕事

○ 自然産業
を重視

○

自然産
業、観

光・交流
業等を
重視

現居住
地（都
会）

で就労
を重視

地域課
題解決
型の

仕事を
重視

場所に
制約を
受けな
い仕事
を重視

○ △
近隣都
市での
就労を
重視

B：
生活

利便性

○
特に医
療・教育

機関
等を重視

△

△
特に情
報通信
環境を
重視

△

△
特に交
通利便
性を重

視

△

△
特に情
報通信
環境を
重視

○
○

特に医療
機関等を

重視

○

C:
自治体
サポート

◎
子育て支
援を重視

◎
雇用創出、
就労支援
等を重視

◎
起業・継
業支援
を重視

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

D:
地域・人
の魅力

◎ ◎ ◎
◎

特に自
然環境
を重視

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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移住・定住地域に求められるもの（例）

Ａ：仕事（農山漁村地域での仕事例） Ｂ：生活利便性（都市的機能等）

Ｃ：自治体サポート Ｄ：地域・人の魅力

①場所に制約を受けないスキル発揮型の仕事
ＩＴ関連企業等（テレワーク、サテライトオフィス）、芸術
家、クラウドワーク、整体師、通訳／翻訳など
②自然産業、観光・交流業
農業（集落営農、就農等）、林業（森林組合、自伐林
業等）、六次産業化、農家民宿、エコツアーガイド、ア
ウトドアインストラクターなど
③地域課題解決型の社会起業等
ＮＰＯ法人、地域おこし協力隊、地域おこし企業人、社
会起業家、公的機関など
④地域にニーズのある仕事
道の駅、農家レストラン、カフェ、パン屋、医療・介護・
福祉、複数の仕事の組合せ（マルチワーク）等

①教育機能
小中学校、近隣都市に高校（進学校含む）、専門学校、大
学、塾、図書館、スポーツ施設など
②医療・福祉・介護機能
保育園、診療所（総合病院との連携）、ドクターヘリ
近隣都市に総合病院、医療・福祉・介護施設など
③商業機能
日常品を購入できるスーパー、商店
近隣都市にショッピングセンター、娯楽施設（映画館等）
④交通機能
幹線道路、高速道路、鉄道（高速鉄道含む）、空港への
アクセス
⑤情報通信機能
ブロードバンド、ＷＩＦＩ、携帯電話等の通信環境

①情報発信
ＷＥＢサイト、ＳＮＳ、移住フェア、ふるさと回帰支援セ
ンター等への情報発信・相談窓口の設置など
②雇用創出・就労支援
職業研修制度、就農制度、起業・継業支援など
③人材の受入れ支援
地域おこし協力隊、集落支援員など
④住宅整備
空き家バンク、空き家整備、お試し移住など
⑤子育て支援
医療費助成、保育費軽減など

①地域活性化団体、リーダー、人
ＮＰＯ法人、市町村長、自治体職員、中間支援組織、
家族（孫ターンなど祖父母含む）、友人など
②自然環境等
田園風景、棚田、街並み、食など
③住民意識・雰囲気、生活環境等
先輩移住者、受入体制、 、防災上の安全・安心など
④歴史・文化・アート
伝統行事、食文化、伝統工芸、映画・芸術祭など
⑤地域間交流
子ども農山漁村交流、地域間交流など
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【移住プロセスの実例】起業・創業（Ｕターン）

13地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
帰
属
あ
り

興
味
関
心
あ
り

消
費
者

応
援
・
好
き

活
動
に
時
々
参
加

寄
付
等

ル
ー
ツ
あ
り

訪
問
経

験
あ
り

本
拠
と
し
て

ほ
ぼ
毎
日
居

住

居
住
地
・
生

活
拠
点
の
一

つ

滞
在
・
活
動

拠
点
の
一
つ

反
復
継
続
的

訪
問
や

１
週
間
以
上

の
長
期
滞
在

行
っ
た
こ
と

が
な
い

興
味
な
し

知
ら
な
い

よ
く
行
く

（ コ ミ ュ ニ テ ィ 内 ）← －→ （ 外 部 か ら ）

（
拠

点
保

有
※

賃
貸

可
）

（
訪

問
者

と
し

て
）

A
ge

0
-2

2
出

生
小

中
高

と
過

ご
す

A
ge

22
-
2
8

東
京

進
学

・
就

職
時

々
帰

省

A
ge

2
9
-

U
タ

ー
ン

転
職

A
ge

30
-

起
業

地
域
社
会
・
経
済
の

主
要
プ
レ
イ
ヤ
ー

地
域
の
社
会
・
経
済

活
動
の
メ
ン
バ
ー
・

ス
ポ
ン
サ
ー

現
在

A
ge

3
9

地
域

の
観

光
業

を
牽

引
す

る
経

営
者

へ

A
ge

3
2
-

N
P

O
法

人
設

立

※
Ａ

市
創

業
者

支
援

A
ge

3
3
-

民
間

ま
ち

づ
く
り

会
社

設
立

A
ge

3
4
-

カ
フ

ェ
、

ゲ
ス

ト
ハ

ウ
ス

等
オ

ー
プ

ン

A
ge

2
8
-

一
新

塾
に

入
塾

※
Ａ

市
リ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

ま
ち

づ
く
り

推
進

業
務

委
託

※
国

地
方

創
生

加
速

化
交

付
金

事
業

主
体

20
01

年
20

06
年

20
07

年
20

10
年

20
12

年
20

15
年

20
16

年

受 け 入 れ 地 域 外

国 県 町

移
住

者

受 け 入 れ 地 域 内

Ａ
市

中
間

支
援

組
織

（
N

P
O

法
人

等
）

住
民

【凡
例

】
実

際
に

利
用

し
た

支
援

施
策

等
プ

ロ
セ

ス
（移

住
後

）

人
材

育
成

講
座

参
加

進
学

・就
職

Ｕ
タ

ー
ン

・
就

職

・ま
ち

歩
き

事
業

運
営

委
託

料

経
営

セ
ミ

ナ
ー

参
加 N

PO
法

人
化

20
07

起
業

20
08

20
11

20
10民

間
ま

ち
づ

く
り

会
社

・
創

業
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
育

成
業

務
委

託

平
成

28
年

度
国

地
方

創
生

加
速

化
交

付
金

事
業

・創
業

者
支

援
業

務
委

託

国
地

方
創

生
加

速
化

交
付

金
事

業
（
委

託
料

）

支
援

施
策

の
ア

イ
デ

ア
（移

住
者

に
と

っ
て

有
効

だ
と

思
わ

れ
る

支
援

施
策

な
ど

）

・
創

業
支

援
拠

点
賃

借
料

カ
フ

ェ

20
12

・
リ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

ま
ち

づ
く
り

推
進

業
務

委
託

イ
ン

キ
ュ

ベ
ー

シ
ョ

ン
キ

ッ
チ

ン

コ
ー

ヒ
ー

店

ア
イ

ス
店

20
15

20
16

20
17

A
市

個
店

支
援

事
業

（
出

張
所

開
設

）

出典）関係者へのヒアリング等をもとに国土政策局作成



14

【移住プロセスの実例】伝統文化の振興・継承（Ｊターン）

対
象

地
域

で
の

物
理

的
な

滞
在

時
間

割
合

（
多

）
→

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
帰
属
あ
り

興
味
関
心
あ
り

消
費
者

応
援
・
好
き

活
動
に
時
々
参
加

寄
付
等

訪
問
経

験
あ
り

本
拠
と
し
て

ほ
ぼ
毎
日
居

住

居
住
地
・
生

活
拠
点
の
一

つ

滞
在
・
活
動

拠
点
の
一
つ

反
復
継
続
的
訪

問
や
１
週
間
以

上
の
長
期
滞
在

行
っ
た
こ
と

が
な
い

興
味
な
し

知
ら
な
い

よ
く
行
く

（ コ ミ ュ ニ テ ィ 内 ） （ 外 部 か ら ）

（
拠

点
保

有
※

賃
貸

可
）

（
訪

問
者

と
し

て
）

← （ 強 ） 対 象 地 域 の 社 会 ・ 経 済 活 動 と の 結 び つ き ・ 参 加 度 合 い

地
域
社
会
・
経
済
の

主
要
プ
レ
イ
ヤ
ー

地
域
の
社
会
・
経
済

活
動
の
メ
ン
バ
ー
・

ス
ポ
ン
サ
ー

幼
少
～
た
び
た
び
訪
問

Ag
e
23

Ｂ
市
伝
統
文
化
（
織
物
）
推
進
事
業
の

中
心
的
立
場
と
し
て
従
事

-A
ge
0
出
生
（
近
隣
市
）Ag
e1
5-

Ｂ
市
伝
統
文
化
（
織
物
）
を
知
る

A
ge
1
8-
大
学
進
学

染
色
学
科
専
攻
(
他
県
)

Ag
e2
3-
転
居

Ag
e2
3-
Ｂ
市
職
員
と
し
て
採
用

(
Jタ
ー
ン
就
職
)

採
用
試
験
公
募

主
体

20
09

年
20

13
年

20
14

年
20

15
年

20
16

年
20

17
年

20
18

年

受 け 入 れ 地 域 外

市
・県

関
係

す
る

学
部

を
持

つ
大

学

移
住

者

受 け 入 れ 地 域 内

Ｂ
市

勤
務

先

【
凡

例
】

実
際

に
利

用
し

た
支

援
施

策
等

支
援

施
策

の
ア

イ
デ

ア
（移

住
者

に
と

っ
て

有
効

だ
と

思
わ

れ
る

支
援

施
策

な
ど

）
プ

ロ
セ

ス
（移

住
後

）

U
ＩＪ

タ
ー

ン
支

援
補

助
等

進
学

・
就

職

週
４

日
４

年
間

技
術

研
修

就
職

先
情

報
提

供

指
導

者
へ

広
報

の
中

心

採
用

公
募

転
入

者
補

助

空
き

家
バ

ン
ク

出典）関係者へのヒアリング等をもとに国土政策局作成



【移住プロセスの実例】就農（Ｕターン）

15

対
象

地
域

で
の

物
理

的
な

滞
在

時
間

割
合

（
多

）
→

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
帰
属
あ
り

興
味
関
心
あ
り

消
費
者

応
援
・
好
き

活
動
に
時
々
参
加

寄
付
等

訪
問
経

験
あ
り

本
拠
と
し
て

ほ
ぼ
毎
日
居

住

居
住
地
・
生

活
拠
点
の
一

つ

滞
在
・
活
動

拠
点
の
一
つ

反
復
継
続
的
訪

問
や
１
週
間
以

上
の
長
期
滞
在

行
っ
た
こ
と

が
な
い

興
味
な
し

知
ら
な
い

よ
く
行
く

（ コ ミ ュ ニ テ ィ 内 ） （ 外 部 か ら ）

（
拠

点
保

有
※

賃
貸

可
）

（
訪

問
者

と
し

て
）

← （ 強 ） 対 象 地 域 の 社 会 ・ 経 済 活 動 と の 結 び つ き ・ 参 加 度 合 い

地
域
社
会
・
経
済
の

主
要
プ
レ
イ
ヤ
ー

地
域
の
社
会
・
経
済

活
動
の
メ
ン
バ
ー
・

ス
ポ
ン
サ
ー

A
ge
18
-2
8

東
京
進
学
・
就
職

時
々
帰
省

Ag
e
0-
18

農
家
で
出
生

小
中
高
と
過
ご
す

Ag
e
29
-3
2
Uタ
ー
ン
農
業
研
修

A
ge
33
借
地
・
農
業
起
業

※
県
農
業
大
学
校

※
就
農
支
援

マ
ッ
チ
ン
グ

主
体

19
90

年
19

95
年

20
00

年
20

05
年

20
10

年
20

15
年

20
17

年

受 け 入 れ 地 域 外

県

県
農

業
大

学
校

移
住

者

受 け 入 れ 地 域 内

Ｃ
市

Ｃ
市

【
凡

例
】

実
際

に
利

用
し

た
支

援
施

策
等

支
援

施
策

の
ア

イ
デ

ア
（移

住
者

に
と

っ
て

有
効

だ
と

思
わ

れ
る

支
援

施
策

な
ど

）
プ

ロ
セ

ス
（移

住
後

）

進
学

（
東

京
）

就
職

（
東

京
）

Ｕ
タ

ー
ン

起
業

経
営

者

農
業

塾

就
農

支
援

経
営

資
産

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ

・青
年

就
農

給
付

金
・新

規
就

農
者

支
援

補
助

金
・中

古
農

機
具

購
入

支
援

事
業

・奨
学

生
Ｕ

タ
ー

ン
奨

励
事

業

出典）関係者へのヒアリング等をもとに国土政策局作成



【移住プロセスの実例】趣味（芸術）（Ｉターン）

16

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

へ
の
帰
属
あ
り

興
味
関
心
あ
り

消
費
者

応
援
・
好
き

活
動
に
時
々
参
加

寄
付
等

訪
問
経

験
あ
り

本
拠
と
し
て

ほ
ぼ
毎
日
居

住

居
住
地
・
生

活
拠
点
の
一

つ

滞
在
・
活
動

拠
点
の
一
つ

反
復
継
続
的
訪

問
や
１
週
間
以

上
の
長
期
滞
在

行
っ
た
こ
と

が
な
い

興
味
な
し

知
ら
な
い

よ
く
行
く

（ コ ミ ュ ニ テ ィ 内 ） （ 外 部 か ら ）

（
拠

点
保

有
※

賃
貸

可
）

（
訪

問
者

と
し

て
）

← （ 強 ） 対 象 地 域 の 社 会 ・ 経 済 活 動 と の 結 び つ き ・ 参 加 度 合 い

地
域
社
会
・
経
済
の

主
要
プ
レ
イ
ヤ
ー

地
域
の
社
会
・
経
済

活
動
の
メ
ン
バ
ー
・

ス
ポ
ン
サ
ー

A
g
e-
2
0

A
g
e2
4

兼
業
（
市
民
ラ
イ
タ
ー
）

Ag
e
2
1

旅
行
者
と
し
て
芸
術
祭
（
Ｄ
市
開
催
）

バ
ス
ツ
ア
ー
に
参
加

A
g
e2
2

芸
術
際
作
品
制
作
・
出
典

Ag
e
23

保
育
士
資
格
取
得

・
ア
ル
バ
イ
ト

主
体

19
90

年
19

95
年

20
00

年
20

05
年

20
10

年
20

15
年

20
17

年

受 け 入 れ 地 域 外
県

移
住

者

受 け 入 れ 地 域 内

Ｄ
市

芸
術

祭

【
凡

例
】

実
際

に
利

用
し

た
支

援
施

策
等

支
援

施
策

の
ア

イ
デ

ア
（移

住
者

に
と

っ
て

有
効

だ
と

思
わ

れ
る

支
援

施
策

な
ど

）
プ

ロ
セ

ス
（移

住
後

）

就
職

ト
リ

エ
ン

ナ
ー

レ
（
３

年
に

１
回

開
催

）

作
品

制
作

進
学

バ
ス

ツ
ア

ー
等

東
京

～
Ｄ

市
送

迎
バ

ス
（往

復
20

00
円

）

・
奨

学
金

返
済

補
助

・
家

賃
補

助
な

ど

旅
行

者
と

し
て

関
わ

り

Ｕ
Ｉタ

ー
ン

コ
ン

シ
ェ

ル
ジ

ュ
出典）関係者へのヒアリング等をもとに国土政策局作成



経済の芽を育てる中小都市の活性化の具体事例【島根県江津市】

島根県江津市では、2006年度から「守りの定住対策」を展開。田舎暮らし志向の都市住民
を移住させる仕組みづくりに着手。

リーマンショック後、働き場をつくり出すことができる人材を誘致するため、2010年度から
「攻めの定住対策」に取り組む。

「空き家」は紹介できても
働くところ「仕事」が紹介
できない

企業誘致＋起業人材誘致
「攻めの定住対策」

Go-Con審査の様子

成 果

中間支援組織（ＮＰＯてごねっと石
見）の発足

新しいビジネスの創出

空き店舗を活用した起業の促進

起業家支援コンソーシアムの結成
（江津市、ＮＰＯ法人、商工会議所、商工会、金融）

中心市街地活性化やキャリア教育
の担い手

ＮＰＯ法人⇒中心市街地整備推進機構

都市住民を移住誘致
「守りの定住対策」

出典）「第１回中心市街地の活性化に関する連続講演会」（平成29年9月，内閣府）資料をもとに国土政策局作成
17

（第６回資料）



出典）智頭町役場企画課ホームページ（http://www1.town.chizu.tottori.jp/sokaihoken/index.html）をもとに国土政策局作成

疎開保険【鳥取県智頭町】（第６回資料）

地震・噴火・津波等を原因とする災害救助法が発令された地域の加入者に智頭町内およ
び近隣町村提携施設の宿泊場所の確保・提供
加入者特典として、智頭町の米や野菜などの特産品の詰め合わせを提供
「疎開保険」とは、いわば「智頭町が独自に企画した災害支援を切り口とする地域間交流、
物流による地域おこし」

地震・噴火・津波などの
災害発生

智頭町で生活できる
1日3食7日分の
場所と食事を確保

災害が無く智頭町に疎開しなかった
場合、加入者特典として智頭町のお
米や野菜などの特産品を年1回提供。

1人コース
10,000円／年

ファミリー2人コース
15,000円／年

ファミリー3〜4人コース
20,000円／年

加入料金
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大都市と地方との対流促進に係わる先行事例【世田谷区-群馬県川場村】

東京都世田谷区と群馬県川場村は昭和56年に縁組協定を締結。以来、世田谷
区は小学生の移動教室を川場村で実施。さらに、親子で交流できるプログラム
を実施するなど、多世代でのふるさとづくりを進めている。

・世田谷区では、自然に親しむ機会の少なくなった児童が、川場村の自
然や文化に触れ豊かな人間性を培うことを目的として、区立小学校５年
生を対象に、川場村で２泊３日の移動教室を実施。
（毎年約６千人の児童が参加、のべ参加児童 約17万人）

① 世田谷区における川場移動教室の実施

② 区民と村民の交流の拠点整備及び交流事業
・児童の参加をきっかけに親子で交流できるよう、区民と村民の交流の拠
点となる宿泊施設として「ふじやまビレジ」「なかのビレジ」を整備するとと
もに、「里山体験教室」や「農業技術教室」といった様々な交流事業を行っ
ている。
（利用者数 約6,5000人、交流事業実績 参加者数 約2,500名）

●道の駅「川場田園プラザ」における対流・循環
・さらに世田谷区民と川場村村民の出合いの場となるフェスティバルマー
ケットとして、道の駅「川場田園プラザ」を設置。

なお、「関東好きな道の駅５年連続第１位（平成16～20年）」「家族で一日
楽しめる道の駅東日本第１位（平成23年）」に選ばれるなど、交流拠点とし
て大きな役割を果たしている。

出典：世田谷区

出典：川場村パンフレットより

（ファーマーズマーケット売上 約10億円、施設内入場者数 約180万人、雇用の確保 120名、農産物提供者 420人）

出典）「第3回首都圏広域地方計画改定に関する有識者懇談会」（平成27年5月，国土交通省）資料及び関係自治体へヒアリングをもと国土政策局作成

※昭和61年度から平成28年度まで

※平成28年度

※平成28年度

（第６回資料）
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【県内外－埼玉県横瀬町】

◀ 自分で稲作を目指したい人向けのコース
もあり、体験者の中には自身で農業を行う
ため、横瀬町に移住実践者も存在

◀ 農機は付近に倉庫
があり、参加者へ貸出

▶ 学校設立のきっかけ
は棚田で古代米作り体
験を１年間、町が実施

地域資源を活用した大都市と地方との対流促進に係わる事例

① 上下流交流事業、週末キコリの提案

◀ 家族連れで
秩父市へ訪問

◀ 秩父市職員
によるパネル
での説明

団体名：秩父森づくりの会
活動日：２回／月（土日）
活動場所：秩父市有林
会員数 ７０名
※活動会員の大部分が市外在住

② 都市側で地元産を活用できる市場を創出

◀ 豊島区の誕生
祝い品に秩父産
材を使ったおも
ちゃを採用

◀ 秩父市でウッド
スタート（木育）事
業の一環として、
江東区にある
一條ランバー
（株）が秩父市の
おもちゃを採用

◀ さいたま市職員が
秩父市内の木工所
と「木製うちわ」の打
合せ

◀ 本体

「棚田」を活用し、都市住民を対象に農業体験の学校を設立。地元民が先生役となり、
生徒は年間に十回以上体験する場を設け、都市農村交流を具現。
参加者から継続の声で耕作放棄地となっていた棚田のほとんどが復田。

▶ さいたま市では東京オ
リンピック・パラリンピッ
クに向けたＰＲ活動とし
て、観光客向けに秩父
市の木材を利用して「木
製うちわ」を製作中

▲ 市外の方が週末の土日で秩父
市有林の整備するボランティア

団体名：寺坂棚田学校
活動日：１０回程度／年
活動場所：寺坂棚田
指導者 １８名、生徒４０名
学校入校費 10,000円
※生徒数は４０名だが生徒登録

は家族や団体の代表者１名で
申込み可能

【さいたま市－埼玉県秩父市】

◀ 収穫した古代米は
出席者に配分

▼ 最近では100名程度の生
徒が集まり、アクセス性が
良いため県外からも来訪

出典）さいたま市、秩父市、横瀬町提供資料及びヒアリングをもと国土政策局作成

さいたま市と秩父市では荒川の上下流の関係から協力し、さいたま市内の小学生を
対象に秩父市の紹介やノコギリを使って切る体験事業を実施。
秩父産材を活用し、都市側で市場を創出することで森林・林業の活性化を推進。
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平成29年度 専門委員会にて御議論いただくポイント②

2. 関係性を移住・定住まで育てる、地域側コネクションハブ機能を強化する必要が
あるのではないか。

21

【現状認識】

• 大都市側において、移住を支援する都市側コネクションハブ機能（組織、場）は一定程度
存在。

（関係資料）

地域サポート人材制度一覧、都市側・地域側コネクションハブの事例、

大都市と地方の交流を進めている事例

【今後の方向性】

• 一方、大都市からの移住者（潜在的な予備軍を含む）を様々な形で地域内に取り込むに
は、地域コミュニティ側に、コネクションハブ（受け皿）となる機能（地域内の人と、外から
地域に関わりたい人を繋ぐ場、地域側に常駐するコーディネーター）が必要ではないか。

• 現在、この役割が自治体職員やサポート人材が世話役として立ち回っている地域では、
移住が円滑に進んでいる様子が見られ、今後は、各自治体が、この機能を戦略的に、継
続的に確保していくことが重要になって来ているのではないか。

参考例） にいがたイナカレッジ （公社 中越防災安全推進機構）
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都市側コネクションハブとして機能する「移住・交流情報ガーデン」

出典）総務省提供資料



認定ＮＰＯふるさと回帰支援センターでは、「田舎暮らしセミナー」などのイベント開催の他、
専属相談員による個別相談やイベント情報等のチラシなど日本全国の幅広い情報を得る
ことが可能

都市側コネクションハブとして機能する「ふるさと回帰支援センター」

出典）「認定ＮＰＯふるさと回帰支援センター」ホームページ、提供資料をもとに国土政策局作成

○主な業務内容
・田舎暮らし希望者への相談業務（展示パネル資料コーナー（６県２４

市１団体）、専属相談員の配置（６府県）、専属相談員・相談窓口ス
ペース設置（３３道県１市））

・会員自治体の移住情報発信業務
・各種田舎暮らし・移住セミナーの開催（２０１７年実績：４８４回）
・情報誌「１００万人のふるさと」の発行（年４回）
・ふるさと回帰フェアの開催
・「都市と農山漁村の交流・移住実務者研修セミナー」の開催 等

○移住相談の流れ（例）
情報収集

（雑誌・ＷＥＢ・イベント等）

田
舎
暮
ら
し
を
考
え
る

セ
ン
タ
ー
へ
の

問
い
合
わ
せ
・
訪
問

自
治
体
へ
の
紹
介

移
住
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加

現
地
訪
問

（
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
等
）

仕
事
・
住
宅
探
し

移住体験

情
報
収
集

移住先が決まるまで
繰り返し

移
住
先
決
定

ふるさと暮らしセミナー等

ふるさと回帰フェア（相談コーナー、物産コーナー等）

専属相談員による個別相談
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都市側コネクションハブとして機能する「（公社）青年海外協力協会」

公益社団法人青年海外協力協会（ＪＯＣＡ）では、地方創生の一環として、青年海外協力
隊員の経験と人材を地域に還元する取り組みを石川県輪島市他で実施
青年海外協力隊経験者は、地方創生の流れを受け、全国各地域で活躍（「日本も元気に
する青年海外協力隊ＯＢ会」2016年３月設立）

公益社団法人青年海外協力協会は、帰国隊員（年間約1,000
人）を日本の地方創生の現場につなぐことを目的に、複数の自
治体（宮城県岩沼市、石川県輪島市、広島県安芸太田町、鳥取
県南部町）の地方創生事業のパートナーとして、職員を配置して
地域活性化事業を実施。平成30年4月からは本部の長野県駒
ケ根市への移転も決定。

「日本も元気にする青年海外協力隊ＯＢ会」では、青年海外協力
隊などの活動を通じて得た経験やネットワークを活かし、
① 社会貢献活動を実施する協力隊ＯＢ等のネットワークの構築

② 協力隊ＯＢ等による地域づくりやまちづくりなどの社会貢献活
動を支援・促進

③ 協力隊ＯＢ間や地域・企業などとの連携や協働を促進
等の活動を実施

24

出典）（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）、（公社）青年海外協力協会（ＪＯＣＡ）ホームページをもとに国土政策局作成

なお、青年海外協力隊事業を実施している独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）では、開発
途上国での活動経験をもとに日本国内の地域活性化を希望している帰国ボランティアに対
し、地方自治体等における実習機会を提供（グローカル協力隊）～現在、制度見直中～



Ｉターン留学「にいがたイナカレッジ」では、2004年に発生した新潟中越地震を機に活発と
なった地域づくり活動をベースに首都圏の若者などに、地域づくり、産業、地域の暮らしな
どを学ぶプログラムを実施
地域の担い手を確保・育成していくため「なかなか決心がつかない」「いつか地方で暮らし
たい」層を開拓し、移住に至るまでのステップを描き、それぞれのニーズに応じた多様な
地域への入り口を整備

地方に関わる
きっかけづくり

東京に居住
しながら

地方を体験

移住を考えたい
／お試し体験

移住したい
／定住したい

• 地域の担い手を確保・育成する
１ヶ月間の課題解決・テーマ設
定型インターン

首都圏交流イベント

• 新潟県中越地域のＰＲ
• 各種ツアー等の参加者募集
など都市部で様々な仕掛けを実施

ツアー・通い

• 地域に興味をもった人がその第
一歩を踏み出すための仕掛け

• 他地域と差別化したツアー
などを実施

短期インターンシップ

• 中山間地域の担い手確保・育成
を目的に、地域の仕事・暮らしを
学ぶ１年間のインターンシップ

長期インターンシップ

人材の掘り起こし活動

体験プログラムほか

○ライフスタイルカフェ
“地方”、“新潟”を喚起するイベントを開催

○全国地域仕掛け人市

首都圏の若者を対象に全国各地で活躍す
る仕掛け人とのマッチングイベントを開催
○全国移住女子サミット

「移住女子」の取り組みを広く発信するた
め、他地域の移住女子と連携

○週末イナカレッジ

長期インターン制の１日を体験する日帰り参
加可能なインターンお試しプログラム
○地域イノベーター留学

地域・企業の課題解決等を考えるスタディー
ツアーを開催
○新米塾、森の学校、空き家の改修・活用塾

米作り、林業機械、空き家改修などを学ぶプ
ログラム

地域側コネクションハブとして機能する「にいがたイナカレッジ」
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出典）にいがたイナカレッジ提供資料をもとに国土政策局作成



地域サポート人材制度一覧（その①）

26

概要 地方財政措置 担当省庁

地域おこし
協力隊

• 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住
民票を移動し、生活の拠点を移した者を、地方
公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。
隊員は、一定期間※、地域に居住して、地域ブ
ランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域お
こしの支援や、農林水産業への従事、住民の
生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、
その地域への定住・定着を図る取組。

※概ね１年以上３年以下
• 平成28年度の地域おこし協力隊員 886団体

(11府県875市町村) 3,978人

• 地域おこし協力隊取組自治体に対し、概ね次に
掲げる経費について、特別交付税措置

① 地域おこし協力隊員の活動に要する経費：隊
員１人あたり400万円上限(報償費等200万※、
その他の経費(活動旅費、作業道具等の消耗
品費、関係者間の調整などに要する事務的な
経費、定住に向けた研修等の経費など）200万
円)

※平成27年度から、隊員のスキルや地理的条件
等を考慮した上で最大250万円まで支給可能と
するよう弾力化することとしている（隊員１人当
たり400万円の上限は変更しない。）

② 地域おこし協力隊員等の起業に要する経費：
最終年次又は任期終了翌年の起業する者１
人あたり100万円上限

③ 地域おこし協力隊員の募集等に要する経費：１
団体あたり200万円上限

• 都道府県が実施する地域おこし協力隊等を対
象とする研修等に要する経費について、普通交
付税措置（平成28年度から）

総務省
地域自立応援課

復興支援員

• 被災自治体※が、被災地内外の人材を被災地
のコミュニティの再構築のために、「復興支援
員」として委嘱（期間は概ね1年以上）。

• 復興支援員は、被災地に居住して、被災者の
見守りやケア、地域おこし活動の支援等の「復
興に伴う地域協力活動」を実施。

• 平成28年度の復興支援員数 27団体(3県24市
町村) 444人

※東日本財特法に定める「特定被災地方公共団
体」又は、「特定被災区域」を区域とする市町村
（9県・227市町村）

• 左記の取組（復興支援員設置に要する経費）に
ついて、震災復興特別交付税措置

• 支援員1人につき、報酬等（地域の実情に応じ
て地方公共団体が定める額）＋活動費 （必要
額） を措置

総務省
地域自立応援課

出典）総務省提供資料



地域サポート人材制度一覧（その②）
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概要 財源手当 担当省庁

地域おこし
企業人

• 三大都市圏に所在する民間企業等の社員が、
そのノウハウを活かし、おおむね6月以上3年未
満地方自治体において、地域独自の魅力や価
値の向上、安心・安全につながる業務に従事。

※平成28年度 32団体37名

• • 左記の取組（企業人の受入の期間前に要する
経費、企業人の受入に要する経費、企業人が
発案、提案した事業に要する経費）について、
特別交付税措置

• 企業人の受入の期間前に要する経費について、
１団体あたり年間100万円を上限（措置率0.5）

• 企業人の 受入に要する経費について、企業人
1人あたり350万円を上限

• • 企業人が発案、提案した事業に要する経費に
ついて企業人1人あたり100万円を上限（措置率
0．5）

総務省
地域自立応援課

集落支援員

• 地方自治体が、地域の実情に詳しい人材で、
集落対策の推進に関して、 ノウハウ・知見を有
した人材を「集落支援員」として委嘱。

• 集落・支援員が、集落への「目配り」として、集
落の状況把握、集落点検の実施、住民と住民、
住民と市町村の間での話し合いの促進等を実
施。

• 平成28年度の専任集落支援員数 281団体(4
府県277市町村) 1,158人

※自治会長などとの兼務の集落支援員の設置数
3,276人

• 左記の取組（集落支援員の活動、集落点検及
び話し合いの実施に要する経費）について特別
交付税措置

• 支援員1人あたり350万円を上限（他の業務との
兼任の場合、1人あたり40万円を上限）

総務省
過疎対策室

外部専門家
（アドバイ
ザー）

• 条件不利地域等の市町村が、地域力創造のた
めの外部専門家（※ 地域人材ネット登録者 ）
を年度内に延べ10日以上、又は5回以上活用。

※平成29年7月1日現在 347人・組織登録

• 左記の取組（地域独自の魅力や価値を向上さ
• せる取組に要する経費（旅費、謝金（報償費）

等）について、特別交付税措置（１団体３年間）
• 専門家活用区分に応じて一定額を上限

総務省
人材力活性化・
連携交流室

出典）総務省提供資料


